
第

六

百

八

十

号

令

和

八

年

四

月

二

十

四

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

一
六
七
ペ
ー
ジ

告

示

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結

(

行
政
管
理
課)

一
六
七

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

一
六
八

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

一
六
八

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(

同

)

一
六
八

○
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出

(
同

)

一
六
九

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(

同

)

一
六
九

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

一
六
九

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)
一
七
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

一
七
〇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

揖
斐
農
林
事
務
所)

一
七
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

中
濃
農
林
事
務
所)

一
七
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

同

)

一
七
二

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

可
茂
農
林
事
務
所)

一
七
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

恵
那
特
別
支
援
学
校)

一
七
三

規

則

岐
阜
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
七
十
号

岐
阜
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
規
則(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
六
号
中｢

第
十
三
条
の
三
第
八
項
第
二
号
ロ｣

を｢

第
十
三
条
の
三
第
九
項
第
二

号
ロ｣

に
、｢

第
二
十
一
条
の
十
九
第
九
項
第
二
号
ロ｣

を｢

第
二
十
一
条
の
十
九
第
十
項
第
二
号
ロ｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日



令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

契
約
の
期
間
の
始
期

令
和
八
年
四
月
一
日

二

費
用
の
額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
、
執
務
費
用
及
び
実
費
を
合
算
し
た
額

三

費
用
の
支
払
方
法

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
提
出
後
に
一
括
払(

た
だ
し
、
必
要
に
応

じ
て
前
金
払
を
す
る
。)

四

契
約
の
相
手
方

住
所

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
丸
山
町
一
丁
目
四
二
番
地
の
二

氏
名

香
田

浩
一

資
格

公
認
会
計
士

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

鵜
沼
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
六
丁
目
七
九
番
地

一

プ
ラ
ザ
カ
ト
ウ
二
Ｆ

北
側

令
和

八
・

四
・

一

高
山
市
国
民
健
康
保
険
丹

生
川
診
療
所

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
八
八
番
地

同

ス
ギ
薬
局

美
濃
加
茂
北

店

美
濃
加
茂
市
山
手
町
一
丁
目
一
〇
八
番

地

同

岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

日
本
調
剤
西
濃
薬
局

揖
斐
郡
大
野
町
下
磯
二
九
三
番
地
一

令
和

八
・

三
・

一

岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

新

医
療
法
人
健
眞
会

い
ぬ
か
い
フ
ァ
ミ
リ

ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

旧

野
尻
内
科
医
院

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
今
一
三
四
―
一

令
和

八
・

三
・

一
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岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
休
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

休

止

年

月

日

岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

医
療
法
人
健
眞
会

い
ぬ

か
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ

ッ
ク

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
今
一
三
四
―
一

令
和

八
・

三
・

一

岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

氏

名

施
術
所
等
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地
又
は
施
術
者
の
住
所

指

定

年
月
日

二

村

輝

徳

マ
ル
モ
訪
問
マ
ッ
サ

ー
ジ

下
呂
市
馬
瀬
名
丸
七
―
六

令
和�･�･��
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
明
耀
会

可
児
市
瀬
田
八
八
番
地

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

瀬

田
の
杜

可
児
市
瀬
田
八
八
番
地

令
和

八
・

二
・

一



○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

旧
六
ヶ
村

土
地
改
良

区

令
和�･�･��
理
事

古

川

正

明

養
老
郡
養
老
町
町
田

一
九
一
番
地
五

同

水

谷

治

同

養
老
町
有
尾

三
五
番
地

同

寺

倉

達

同

養
老
町
横
屋

二
五
八
番
地

同

花

井

敏

明

同

養
老
町
町
田

六
七
番
地

同

寺

倉

透

同

養
老
町
横
屋

二
四
六
番
地
一

同

竹

中

孝

道

海
津
市
南
濃
町
志
津

一
九
五
七
番
地
三

同

岡

田

秀

光

同

南
濃
町
駒
野

一
七
四
番
地

同

古

市

和

男

同

南
濃
町
庭
田

七
六
六
番
地

同

加

藤

治

夫

同

南
濃
町
上
野
河
戸

八
六
五
番
地

同

三

輪�
重

同

南
濃
町
志
津
新
田
四
六
二
番
地
八

同

西�
敦

司

同

南
濃
町
戸
田

九
四
〇
番
地

同

伊

藤

義

正

同

南
濃
町
戸
田

九
四
五
番
地
一

同

野�
勝

己

同

南
濃
町
志
津

一
六
八
六
番
地
一

同

野�
康

文

同

南
濃
町
志
津

一
一
二
八
番
地

監
事

古

川

善

和

養
老
郡
養
老
町
町
田

二
五
七
番
地

同

堀

田

紀
史
雄

海
津
市
南
濃
町
津
屋

二
三
九
〇
番
地

同

森

敏

雄

同

南
濃
町
津
屋

二
二
〇
〇
番
地
二

同

佐

藤

正

和

同

南
濃
町
津
屋

八
三
六
番
地

同

栗

田

鉄

治

同

南
濃
町
上
野
河
戸
五
一
〇
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

旧
六
ヶ
村

土
地
改
良

区

令
和�･�･�
理
事

鈴

木

惠

子

養
老
郡
養
老
町
横
屋

二
一
八
番
地
二

同

水

谷

治

同

養
老
町
有
尾

三
五
番
地

同

花

井

敏

明

同

養
老
町
町
田

六
七
番
地

同

寺

倉

透

同

養
老
町
横
屋

二
四
六
番
地
一

同

川

瀬

輝

明

同

養
老
町
町
田
堤
塘

無
番
地

同

竹

中

孝

道

海
津
市
南
濃
町
志
津

一
九
五
七
番
地
三

同

下

平

小
夜
子

同

南
濃
町
駒
野

九
四
八
番
地
二

同

安

部

正

博

養
老
郡
養
老
町�
段

六
八
七
番
地

同

三

輪

隆

広

海
津
市
南
濃
町
庭
田

八
〇
二
番
地

同

三

輪�
重

同

南
濃
町
志
津
新
田
四
六
二
番
地
八
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公

示

た
め
池
等
整
備
事
業

事

業

の

種

類

東

蛇

池

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

七
・
一
二
・

八

工
事
完
了
年
月
日



同

西�
敦

司

同

南
濃
町
戸
田

九
四
〇
番
地

同

伊

藤

義

正

同

南
濃
町
戸
田

九
四
五
番
地
一

同

野�
勝

己

同

南
濃
町
志
津

一
六
八
六
番
地
一

同

野�
康

文

同

南
濃
町
志
津

一
一
二
八
番
地

監
事

古

川

郁

夫

養
老
郡
養
老
町
町
田

五
三
番
地
四

同

加

藤

治

夫

海
津
市
南
濃
町
上
野
河
戸

八
六
五
番
地

同�
木

勝

義

同

南
濃
町
戸
田

八
九
〇
番
地

同

佐

藤

正

和

同

南
濃
町
津
屋

八
三
六
番
地

同

栗

田

鉄

治

同

南
濃
町
上
野
河
戸
五
一
〇
番
地
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

曽
代
用
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･��
理
事
長
平

田

益

夫

関
市
下
有
知

一
五
五
二
番
地
一
の
一

理
事

篠

田

修

関
市
下
有
知

五
二
一
一
番
地
四

同

尾

口

文

良

関
市
下
有
知

三
三
三
九
番
地

同

池

村

昭

浩

関
市
下
有
知

三
九
七
五
番
地
一

同

山

中

和

美

関
市
東
志
摩

八
〇
三
番
地
二

同

荻

廣

司

美
濃
市
松
栄
町
一
丁
目

五
三
番
地

同

須

田

芳

廣

美
濃
市
生�
一
三
一
一
番
地

同

川

本

信

夫

関
市
坂
下
町

二
番
地

同

後

藤

信

一

関
市
赤
渕

二
一
番
地

同

足

立

昌

人

関
市
小
瀬

二
九
〇
番
地

同

平

田

一

夫

関
市
小
瀬

一
七
四
〇
番
地
二

同

古

川

正

勝

関
市
小
屋
名

一
三
五
七
番
地
一

同

村

山

寿

和

関
市
黒
屋

三
五
一
一
番
地

同

市

橋

一

美

美
濃
市

六
一
三
番
地
一

総
括
監

事

林

一

司

関
市
本
郷
町

一
四
番
地

監
事

玉

田

浩

美
濃
市

一
五
八
番
地

員
外
監

事

今

宮

俊

朗

関
市
下
有
知

六
三
二
五
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

曽
代
用
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･��
理
事
長
天

野

善

一

関
市
下
有
知

一
六
八
九
番
地
二

理
事

塚

原

正

勝

関
市
下
有
知

二
二
二
番
地

同

今

井

昭�
関
市
下
有
知

五
〇
四
六
番
地
一
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揖

東

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

八
・

四
・
一
〇

認

可

年

月

日



同

三

輪

節

夫

関
市
下
有
知

一
〇
三
二
番
地

同

高

井

重

夫

関
市
下
有
知

一
七
七
九
番
地
一

同

篠

田

博

史

美
濃
市
松
森

五
二
〇
番
地

同

西

部

則

孝

美
濃
市
生�
一
一
七
八
番
地

同

兼

村

一

典

関
市
坂
下
町

二
三
番
地

同

岡

田

輝

夫

関
市
倉
知

一
一
六
番
地
一

同

亀

山

満
寿
美

関
市
小
屋
名

一
六
三
七
番
地
二

同

足

立

昌

人

関
市
小
瀬

二
九
〇
番
地

同

多

田

英

樹

関
市
小
瀬

一
六
二
五
番
地
一

同

石

木

篤

関
市
黒
屋

三
四
八
八
番
地

同

川

嶋

義

久

美
濃
市

一
六
五
番
地
一

総
括
監

事

大

野

隆

関
市
下
有
知

五
〇
四
五
番
地
二

監
事

加

藤

学

関
市
倉
知

九
〇
〇
番
地
一

員
外
監

事

今

宮

俊

朗

関
市
下
有
知

六
三
二
五
番
地
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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関

市

木

曽

川

右

岸

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

八
・

四
・
一
三

認

可

年

月

日

川
辺
町
木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区

土

地

改

良

区

名

関

市

倉

知

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

関

市

肥

田

瀬

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

八
・

四
・
一
六

認

可

年

月

日

令
和

八
・

四
・
一
三

認

可

年

月

日

令
和

八
・

四
・
一
三

認

可

年

月

日



○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
恵
那
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
管
理
業
務

一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

５
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
３
月
30日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
美
濃
加
茂
市
太
田
町
4361番

地

新
太
田
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
梅
村
和
行

６
契
約
金
額
98,450,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
恵
那
特
別
支
援
学
校
事
務
室

�
所
在
地
恵
那
市
岩
村
町
133番

地
３
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令
和
八
年
四
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


